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対
象
と
な
る
方

　

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方

①
65
歳
以
上
で
介
護
保
険
を
利
用
し
て
い
な
い
方

② 『
町
が
行
う「
日
常
生
活
圏
域
ニ
ー
ズ
調
査
※
１
」又
は「
生
活
機
能

チ
ェ
ッ
ク
問
診
票
※
２
」の
結
果
、「
生
活
機
能
の
低
下
の
お
そ
れ
が
あ

り
ま
す
」と
い
う
結
果
が
出
た
方
で
、
主
治
医
な
ど
か
ら
運
動
制
限
を

受
け
て
い
な
い
方

※
１  

平
成
26
年
度
は
、
65
歳
以
上
の
在
宅
で
お
住
ま
い
の
方
に
対
し
、「
生
活
機

能
チ
ェ
ッ
ク
問
診
票
」と「
も
の
忘
れ
問
診
票
」を
兼
ね
た
調
査
を
行
い
ま
す
。

　
　

  

ニ
ー
ズ
調
査
結
果
は
、
提
出
さ
れ
た
方
全
員
に
送
付
し
ま
す
。
３
年
に
１
度

の
調
査
で
す
の
で
、
積
極
的
な
提
出
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
２ 

訪
問
や
教
室
会
場
で
実
施
し
ま
す
。

内
　
容　

 

運
動
機
能
向
上
・
栄
養
改
善
・
口
腔
機
能
向
上
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

提
供
し
、
介
護
予
防
の
取
り
組
み
を
お
手
伝
い
し
ま
す
。

期
　
間 

第
１
期　

平
成
26
年
５
月
末
〜
８
月

 

第
２
期　

平
成
26
年
９
月
〜
11
月

 

第
３
期　

平
成
26
年
12
月
〜
平
成
27
年
２
月

回
　
数 

毎
週
１
回（
木
曜
日
）　

計
12
回
／
各
期

時
　
間 

午
前
９
時
30
分
〜
午
前
11
時
30
分

場
　
所 

南
条
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

指
導
者 

 

理
学
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
管
理
栄
養
士
、
歯
科
衛
生
士
、
保

健
師
な
ど

定
　
員　

20
名
／
各
期

申
込
締
切　

第
１
期
：
４
月
末　

第
２
期
：
７
月
末　

第
３
期
：
10
月
末

　
　
　
　
　

※
定
員
に
な
り
次
第
、
締
切
り
ま
す
。

■
申
込
み
・
問
合
せ
　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
　
℡
47

－

８
０
０
９

■問合せ  武生年金事務所 ℡ 23－1124
　　　　  町民税務課 ☎ 47－8015

　

国
民
年
金
は
、
所
得
が
少
な
い
と
き
や
失
業

等
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
経
済
的

に
困
難
な
場
合
、
保
険
料
の
免
除
を
申
請
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
平
成
26
年
４
月
か
ら
は
、

過
去
２
年
１
カ
月
分
の
免
除
申
請
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
過
去
分
の
国
民
年
金
保
険
料

の
免
除（
※
）が
受
け
ら
れ
る
期
間
は
、
申
請
の

直
前
の
７
月（
学
生
納
付
特
例
は
直
前
の
４
月
）

ま
で
の
１
年
以
内
で
し
た
が
、
平
成
26
年
４
月

か
ら
は
、
申
請
時
点
の
２
年
１
カ
月
前
の
月
分

ま
で
申
請
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

【
失
業
な
ど
の
特
例
免
除
の
対
象
期
間
も
拡
大
】

　

失
業
・
災
害
な
ど
を
理
由
に
し
た
免
除（
特

例
免
除
と
い
い
ま
す
）は
、
こ
れ
ま
で
は
、
申

請
時
点
の
年
度
ま
た
は
前
年
度
に
失
業
・
災
害

な
ど
の
理
由
が
あ
る
こ
と
が
条
件
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。
平
成
26
年
４
月
か
ら
は
、
失
業
・
災

害
な
ど
の
前
月
か
ら
失
業
・
災
害
な
ど
が
あ
っ

た
年
の
翌
々
年
６
月
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、

特
例
免
除
の
申
請
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。（
平
成
26
年
３
月
以
前
に
あ
っ
た
失
業
・
災

害
も
対
象
と
な
り
ま
す
が
、
過
去
分
の
審
査
対

象
期
間
は
、
２
年
１
カ
月
前
ま
で
で
す
。）

　

申
請
は
役
場
町
民
税
務
課
ま
た
は
武
生
年
金

事
務
所
で
受
付
し
て
い
ま
す
。

※ 

免
除
と
は
、
全
額
免
除
、一
部
免
除（
３
／
４
、
半
額
、
１
／
４
）、

若
年
者
納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例
の
こ
と
で
す
。

年 金 の お 知 ら せ

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請
が
で
き
る
対
象
期
間
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た

各期３カ月間

　町では、各種事業の補助金、謝礼、医療費・税
金等の還付などを、住民の皆様の口座に、お振込
みでお支払いしています。
　お振込みの確認は、下記のとおりです。
　不明な場合は、会計室または各事業の担当課に
お問い合せください。

※�お振込み口座は、住民のみなさんが町に登録してある金
融機関口座です。
■問合せ　会計室　☎ 47－8011
　　　　　または請求をされた各担当課

町からのお支払について

担
当
課

各
事
業

通
帳
記
載
内
容

お
振
込
み
日

総
　
務
　
課
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
補
助

ミ
ナ
ミ
エ
チ
ゼ
ン

チ
ヨ
ウ

10
日
ま
た
は
25
日

※�

休
日
の
場
合
は

そ
の
翌
営
業
日

建
設
整
備
課
資
源
回
収
等
補
助
・

水
道
等
還
付

保
健
福
祉
課
介
護
保
険
給
付
・
還
付

保
健
関
係
補
助

企
画
財
政
課
定
住
化
関
係
等
補
助

産
業
振
興
課
農
業
・
商
業
関
係
補
助

町
民
税
務
課
税
金
等
還
付

町
民
税
務
課

子
ど
も
医
療
費
　

コ
ド
モ
イ
リ
ヨ
ウ

ミ
ナ
ミ
エ
チ
ゼ
ン

20
日

※�

休
日
の
場
合
は

そ
の
翌
営
業
日

重
度
医
療
費
　

ジ
ユ
ウ
ド
イ
リ
ヨ
ウ

ミ
ナ
ミ
エ
チ
ゼ
ン

父
子
医
療
費
　

フ
シ
イ
リ
ヨ
ウ

ミ
ナ
ミ
エ
チ
ゼ
ン

母
子
医
療
費
　

ボ
シ
イ
リ
ヨ
ウ

ミ
ナ
ミ
エ
チ
ゼ
ン

寡
婦
医
療
費

カ
フ
イ
リ
ヨ
ウ

ミ
ナ
ミ
エ
チ
ゼ
ン

各
　
事
　
業

担
　
当
　
課
報
酬
・
謝
礼
・
委
員
報
酬
等

（
個
人
の
場
合
、
源
泉
徴
収

税
が
控
除
さ
れ
ま
す
）

ミ
ナ
ミ
エ
チ
ゼ
ン

チ
ヨ
ウ

21
日

※�

休
日
の
場
合
は

そ
の
前
営
業
日

チ
ャ
レ
ン
ジ
教
室
を
開
催
!!

は
つ
ら
つ

元
気
な
う
ち
か
ら
介
護
予
防
！

送迎
あ
り


